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令和４年度民間委託等検討事務事業検討事業整理結果
番号 事業名 所管課 整理結果

検討継続

15保育園事業 子育て支援課 検討から除外

13児童館管理運営事業 子育て支援課 検討継続

14放課後児童クラブ運営事業 子育て支援課

11
道路維持管理業務委託

（包括委託）
維持管理課 検討継続

12
公園管理業務

（包括委託）
維持管理課 検討継続

10特定健診、健康診査事業 市民窓口課 検討から除外

9 窓口業務委託事業 市民窓口課 検討から除外

8 市内施設等貸館管理業務

生涯学習課

上下水道課

（協働安全課）

検討継続

7
公共施設管理業務

（包括委託）

行政課

学校教育課
検討から除外

4 広報紙制作業務 秘書企画課 検討から除外

2 職員採用業務 秘書企画課 検討から除外

3 職員研修事業 秘書企画課 検討から除外

1
庶務業務包括委託

（給与・共済事務委託）
秘書企画課 検討から除外

5 市長車運転等委託 行政課 検討継続

市所有バスの運転等委託 行政課 検討継続

6
選挙事務

（投開票所設営・撤去）
行政課 検討継続
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令和4 年8 月４ 日（ 木） 3 役説明資料

1

新行政情報システム導入検討最終報告（ 抜粋）

（ 認証及びネット ワークシステム、 財務会計システム、

文書管理システム、 グループウェアシステム、 庶務システム）

１ グループウェアシステムのプロポーザルの結果について

(1) 実施期間 令和４ 年５月10日～６ 月20日

(2) 選定結果

優先交渉事業者 株式会社インテック 行政システム事業本部中部公共営業部

(3) 選定理由

３ 者から提案されたグループウェアシステムの基本的な機能について大きな

差はなかったが、 文書管理システムとの連携、 現システムからの確実なデータ

移行、 実績のある保守体制、 導入費など、 現システムでの利便性を保ちつつ、

安全・ 安心に次期システムに移行することを重視して選定した。

２ 行政情報システムの検討結果について

システム名 システム等 検討結果

認証及びネット ワ

ークシステム

認証及びネット ワークシステム

（ 株式会社富士通Japan）

・ 現システムで継続

・ ネット ワークの無線化対応

財務会計システム
Ｆ ＡＳＴ

（ ジャパンシステム株式会社）

・ 現システムで継続

・ 公会計システムをオプショ

ン機能として追加

文書管理システム
Ｉ ＰＫＮＯＷＬ ＥＤＧＥ

（ 株式会社インテック）
・ 現システムで継続

グループウェアシ

ステム

Ｇａ ｒ ｏ ｏ ｎ

（ 株式会社インテック）
・ 新システムに変更

庶務システム 人事給与システムと併せて検討中 ・ 新規導入

職員用端末 職員端末 ・ 50台程度増設

３ 住民情報システムの契約延長について

(1) 現契約期間 平成31年１月１ 日～令和５年12月31日（ ５ 年間）

(2) 延長契約期間 令和６年１ 月１ 日～12月31日（ 1年間）

(3)  延長利用に至った理由

国のガバメント クラウドへの移行は令和７年度までに実施する必要がある。

令和６ 年１ 月時点において、 現システムの事業者の対応が難しい状況である。

４ 今後の予定等について

９ 月 ９ 月議会（ 行政情報システムに関する債務負担行為）

10月～ 行政情報システムの機器等リース入札、 契約、 システム構築
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令和４ 年度 J-LIS リモート ラーニングによるデジタル人材育成のための基礎研修 募集要領

令 和 ４ 年 ７ 月 1 9 日

地方公共団体情報システム機構

１ 目的

本研修は、 住民に信頼されるデジタル・ ガバメント の実現や地域情報化の推進に必要な情報セキュリ

ティ 対策を支える人材を育成するため、最新のセキュリティ 技術や個人情報の取扱いに関する一般知識、

ICT に関する基礎知識の習得及び意識レベルの向上を目的に実施するものです。

２ 研修受講

（ １） 研修受講対象者

地方公共団体職員

（ ２） 受講者数

受講者数の上限なく 、 お申し込みいただけます。

（ ３） 研修コース

「 表１ 研修コース」 の３コースです。 複数のコースを受講することも可能です。

表１ 研修コース

コース名 コース概要

デジタルリテラシー

修得コース

デジタルリテラシーを組織全体で向上させるため、 情報システムの利用に必要

かつデジタルに関するコミ ュニケーショ ンを円滑にするために必要な基礎知識

について学習します。

レッスン 1 デジタルリテラシーとは

レッスン 2 ICT の動向

レッスン３ 業務の改善・ 刷新

レッスン４ リスク対策

レッスン５ システムの移行

情報セキュリティ

コース

基本的・ 実践的な情報セキュリティ を学び、 意識を高めるとともに、 地方公共

団体職員として知っておく べき、 セキュリティ 対策の意味と内容について学習

します。

第１章 情報セキュリティ とは

第２章 地方公共団体における情報セキュリティ 対策

第３章 昨今の情報セキュリティ 事情

個人情報保護コース 個人情報を適正に取り扱い、 かつト ラブルを未然に防ぐために、 職員全員が知

っておく べき個人情報保護法に関する基礎知識と、 個人情報の取扱い方法や職

場で行う具体的な対策について学習するものです。

１ 個人情報保護法の目的・ 概要

２ 個人情報保護法の対象となる情報とは（ 種類や具体例）

３ 個人情報の適正な取扱いについて

４ 地方公共団体に求められる対応について

５ 事例に即した個人情報の取扱いについて（ 漏えい等）
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オンライン手続一覧表（令和4年度現在）

手続 システム名 手続き名 a b c 担当課

1 個人情報の訂正の請求 ●

2 公文書開示請求書 ●

3 個人情報利用停止請求書 ●

4 個人情報の開示の請求 ●

5 国民健康保険被保険者証の再交付の請求 ●

6 子ども医療費受給者証再交付申請書 ●

7 母子・父子家庭医療費受給者証再交付申請書 ●

8 障害者医療費受給者証再交付申請書 ●

9 特別徴収義務者所在地・名称等変更の届出 ●

10 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届 ●

11 法人設立・開設の申告 ●

12 法人異動・変更申告書 ●

13 法人解散・廃止申告書 ●

14 納税証明書の交付の請求（車検用）（個人） ●

15 納税証明書の交付の請求（車検用）（法人） ●

16 所得証明交付申請書 ●

17 名寄帳の写しの交付請求書（個人） ●

18 名寄帳の写しの交付請求書（法人） ●

19 納税証明書交付申請書（車検用以外） ●

20 課税証明交付申請書 ●

21 固定資産（土地・家屋）評価証明書交付申請書 ●

22 事業証明書の交付の請求 ●

23 物件（土地・家屋）証明書の交付の請求 ●

24 固定資産（土地・家屋）公課証明書交付申請書 ●

25 建物取り壊し届出書 ●

26 住民票の写し交付申請書 ●

27 住民票記載事項証明書交付申請書 ●

28 戸籍附票の写し交付申請書 ●

29 身分(身元)証明書交付申請書 ●

30 印鑑登録証明書の交付申請書 ●

31 転出届（特例転出届）（R4終了） ●

32 換地処分証明願（端数証明願） ● 都市整備課

33 特定建設作業実施届出書 ●

34 犬の所在不明の届出 ●

35 犬の海外渡航の届出 ●

36 犬の登録事項変更届 ●

37 犬の死亡届 ●

38 上下水道使用開始届 ●

39 上下水道使用中止届 ●

40 上下水道使用者変更届 ●

41
給水装置に関する各種申請・申込・届出等及び中高層共同住宅の検

針・徴収に関する特別取扱協定の申請（R4開始）
●

42 岩倉市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金（R3開始） ●

43 特殊詐欺対策電話機購入費補助金（R3開始） ●

44
研修・講習・各種イベント等の申込（R3開始）

（マタニティ＆キッズコンサート、FUTURE SESSIONなど）
●

生涯学習課

協働安全課

45 職員採用試験申込（R4開始） ● 秘書企画課

46 健康手帳交付申請書 ●

47 保健センターの教室等の申込（離乳食教室など）（R3開始） ●

48 妊娠届出書 ●

49 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 ●

50 児童手当等の額の改定の請求及び届出 ●

51 受給事由消滅の届出 ●

52 受給者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 ●

53 受給者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 ●

54 児童手当等の氏名/住所変更等の届 ●

55 児童手当等に係る寄附の申出 ●

56 児童手当等の現況届 ●

57 未支払の児童手当等の請求（R4開始） ●

58 児童手当に係る寄附変更等の申出（R4開始） ●

59 支給認定の申請（R4開始） ●

協働安全課

市民窓口課

健康課

子育て支援課

上下水道課

環境保全課

電子申請・届出システム

行政課

市民窓口課

税務課
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手続 システム名 手続き名 a b c 担当課

60 保育施設等の利用申込（R4開始） ●

61 保育施設等の現況届（R4開始） ●

62 児童扶養手当の現況届の事前送信（R4開始） ●

63 介護保険負担割合証の再交付申請 ●

64 被保険者証の再交付申請 ●

65 要介護・要支援認定の申請（R3開始） ●

66 要介護・要支援更新認定の申請（R3開始） ●

67 要介護・要支援状態区分変更認定の申請（R3開始） ●

68 居宅（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出（R4開始） ●

69 高額介護（予防）サービス費の支給申請（R4開始） ●

70 介護保険負担限度額認定申請（R4開始） ●

71 居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請（R4開始） ●

72 居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請（R4開始） ●

73 住所移転後の要介護・要支援認定申請（R4開始） ●

74 罹災証明書の発行申請（R3開始） ● 協働安全課

75 防火対象物点検報告特例認定申請 ※

76
火を使用する設備等の設置の届出（急速充電設備・燃料電池発電設

備・発電設備・変電設備・蓄電池設備）（R4開始）
※

77

火を使用する設備等の設置の届出（炉・厨房設備・温風暖房機・ボイ

ラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房

機・火花を生ずる設備・放電加工機）（R4開始）

※

78 防災管理点検報告特例認定申請（R4開始） ※

79 全体についての消防計画作成（変更）届出（R4開始） ※

80 防災管理点検結果報告（R4開始） ※

81 自衛消防組織設置（変更）届出（R4開始） ※

82 統括防火・防災管理者選任（解任）届出（R4開始） ※

83 管理権原者変更届出（防火管理）（R4開始） ※

84 管理権原者変更届出（防災管理）（R4開始） ※

85 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告（R4開始） ※

86 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出（R4開始） ※

87 消防計画作成（変更）届出（R4開始） ※

88 危険物製造所貯蔵所取扱所完成検査申請（R4開始） ※

89 防火・防災管理者選任（解任）届出（R4開始） ※

90 防火対象物点検結果報告（R4開始） ※

91 工事整備対象設備等着工届出（R4開始） ※

92 自衛消防訓練実施に係る事前の届出（R4開始） ※

93 転出届取消（R4開始） ●

94 転居予定連絡取消（R4開始） ●

95 転出届（R4開始） ●

96 転入予定連絡（R4開始） ●

97 転入予定連絡取消（R4開始） ●

98 転居予定連絡（R4開始） ●

99図書館情報システム 図書館の図書貸出予約等 ● 生涯学習課

100施設予約管理システム 文化・スポーツ施設等の利用予約等 ●

協働安全課

生涯学習課

子育て支援課

101eLTAX 地方税申告手続（eLTAX） ● 税務課

102 入札参加資格審査申請等 ●

103 入札 ●

104 入札参加資格審査申請等 ●

105 入札 ●

106確定申告予約システム 確定申告会場の予約（R3開始） ● 税務課

107新型コロナワクチン予約システム新型コロナワクチンの予約（R3開始） ● 健康課

108特定健康診査予約システム特定健康・健康診査の予約（R4開始） ● 市民窓口課

　地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続（デジタル化社会の実現に向けた重点計画）

ａ：処理件数が多く、オンライン化の推進による住民等の利便性の向上や業務の効率化効果が高いと考えられる手続

ｂ：住民のライフイベントに際し、多数存在する手続をワンストップで行うために必要と考えられる手続

ｃ：a、ｂ以外の地域の事情等に応じた手続

※消防庁からの依頼

　デジタル化社会の実現に向けた重点計画

消防本部

市民窓口課

ぴったりサービス

電子調達共同システム

CALS/EC
行政課

電子調達共同システム

物品等

長寿介護課
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団体コード 232289

都道府県名 愛知県

市区町村名 岩倉市

団体規模の別 ３．一般市・区

回答担当者名 小木曽 孝行

【デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年６月７日）Ⅴ aの手続(1～24)とその他手続(24～29)】

１．図書館の図書貸出予約等 有 済 ○ 11,851 5,100 43.0%

２．文化・スポーツ施設等の利用予約等 有 済 ○ 47,307 31,375 66.3%

３．研修・講習・各種イベント等の申込 有 済 ○ 450 105 23.3%

４．地方税申告手続（eLTAX） 有 済 ○ 55,130 43,422 78.8%

５．自動車税環境性能割の申告納付【都道府県のみ】

６．自動車税の賦課徴収に関する事項の申告又は報告【都道府県のみ】

７．自動車税住所変更届【都道府県のみ】

８．水道使用開始届等 有 済 ○ 4,882 131 2.7%

９．港湾関係手続 無 手続なし -

１０．道路占用許可申請等 有 未 未オンライン化 -

１１．道路使用許可の申請 無 手続なし -

１２．自動車の保管場所証明の申請【都道府県のみ】

１３．駐車の許可の申請 無 手続なし -

１４．建築確認 無 手続なし -

１５．粗大ごみ収集の申込 有 未 未オンライン化 -

１６．産業廃棄物の処理、運搬の実績報告 無 手続なし -

１７．犬の登録申請、死亡届 有 済 ○ 243 2 0.8%

１８．感染症調査報告 無 手続なし -

１９．職員採用試験申込 有 未 未オンライン化 -

２０．入札参加資格審査申請等 有 済 ○ 5,540 5,540 100.0%

２１．入札 有 済 ○ 128 115 89.8%

２２．衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求 有 未 未オンライン化 -

２３．消防法令における申請・届出等

２４．浄化槽使用開始報告等 無 手続なし -

２５．公文書開示請求 有 済 ○ 63 2 3.2%

２６．食品営業関係の届出 無 手続なし -

２７．特定化学物質排出量届等 無 手続なし -

２８．後援名義の申請等 有 未 未オンライン化 -

２９．暴力団員による不当な行為の防止等に関する責任者選任届等 無 手続なし -

小 計（１～２９の計） 125,594 85,792 68.3%

地方公共団体における行政手続等に係るオンライン利用状況調査

手続の類型

手続
※前回「有」と回答したが、今回
「無」と回答していないか確認願

います。

オンライン化
※前回「済」と回答したが、今回
「未」と回答していないか確認願

います。

手続件数の把握
※前回「○」と回答したが、今回
「×」と回答していないか確認願

います。

利用件数・利用率
（令和３年度）

手続総件数（件）
うちオンライン数

（件）

総件数に
占める

オンライン数の
割合（％）

提出チェックボタン
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【デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年６月７日）Ⅴ bの手続】

ア．子育て関係

１．児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 有 済 ○ 416 0 0.0%

２．児童手当等の額の改定の請求及び届出 有 済 ○ 169 0 0.0%

３．氏名変更／住所変更等の届出 有 済 ○ 214 0 0.0%

４．受給事由消滅の届出 有 済 ○ 268 0 0.0%

５．未支払の児童手当等の請求 有 未 未オンライン化 -

６．児童手当等に係る寄附の申出 有 済 ○ 0 0 -

７．児童手当に係る寄附変更等の申出 有 未 未オンライン化 -

８．受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 有 済 ○ 18 0 0.0%

９．受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 有 済 ○ 0 0 -

１０．児童手当等の現況届 有 済 ○ 3,438 18 0.5%

１１．支給認定の申請 有 未 未オンライン化 -

１２．保育施設等の利用申込 有 未 未オンライン化 -

１３．保育施設等の現況届 有 未 未オンライン化 -

１４．児童扶養手当の現況届の事前送信 有 未 未オンライン化 -

１５．妊娠の届出 有 済 ○ 440 0 0.0%

イ．介護関係

１．要介護・要支援認定の申請 有 済 ○ 519 0 0.0%

２．要介護・要支援更新認定の申請 有 済 ○ 524 0 0.0%

３．要介護・要支援状態区分変更認定の申請 有 済 ○ 385 0 0.0%

４．居宅（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出 有 未 未オンライン化 -

５．介護保険負担割合証の再交付申請 有 済 ○ 70 0 0.0%

６．被保険者証の再交付申請 有 済 ○ 67 0 0.0%

７．高額介護（予防）サービス費の支給申請 有 未 未オンライン化 -

８．介護保険負担限度額認定申請 有 未 未オンライン化 -

９．居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請 有 未 未オンライン化 -

１０．居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請 有 未 未オンライン化 -

１１．住所移転後の要介護・要支援認定申請 有 未 未オンライン化 -

ウ．被災者支援関係

１．罹災証明書の発行申請 有 済 ○ 0 0 -

２．応急仮設住宅の入居申請 有 未 未オンライン化 -

３．応急修理の実施申請 有 未 未オンライン化 -

４．障害物除去の実施申請 有 未 未オンライン化 -

５．災害弔慰金の支給申請 有 未 未オンライン化 -

６．災害障害見舞金の支給申請 有 未 未オンライン化 -

７．災害援護資金の貸付申請 有 未 未オンライン化 -

８．被災者生活再建支援金の支給申請 有 未 未オンライン化 -

エ．転出・転入手続関係

１．転出届 有 未 未オンライン化 -

２．転入予約

小 計（ア～エの計） 6,528 18 0.3%

合 計 132,122 85,810 64.9%

手続の類型

手続
※前回「有」と回答したが、今回
「無」と回答していないか確認願

います。

オンライン
化

※前回「済」と回答したが、
今回「未」と回答していない

か確認願います。

手続件数
の把握

※前回「○」と回答したが、今回
「×」と回答していないか確認願

います。

利用件数・利用率
（令和３年度）

手続総件数（件）
うちオンライン数

（件）

総件数に
占める

オンライン数の
割合（％）
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を
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準
は
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て
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い
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て
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し

基
準
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考
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。

①
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定
基
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①
算

定
基
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①
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③
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①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

②
算

定
基
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①
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定
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て
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2
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算

定
方
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い

て

施
設

コ
ス
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（

減
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却

費
含
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ら

受
益
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負
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出
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績
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使
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を
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定
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７
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。
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。
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2
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2
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2
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滑
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②
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
な

い
①
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①
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①
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①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

②
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定
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①
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本

的
に

、
各

施
設

等
の

所
管

課
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設

の
維

持
管

理
費

・
受

益
者

負
担

の
考

え
方
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近

隣
市
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設
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と

の
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ラ
ン
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し
て

い
る
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４
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え
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①
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④
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定
。

特
に

②
に

つ
い

て
は

、
各

施
設

を
「

公
共

性
」

と
「

必
需

性
」

の
２

つ
の

要
素

に
よ

り
分

類
し

、
あ

る
べ

き
受

益
者

負
担

率
を

設
定

し
た

後
、

収
入

額
と

維
持

管
理

費
に

よ
り

実
際

の
受

益
者

負
担

率
を

求
め

、
そ

の
差

に
つ

い
て

整
理

を
し

て
い

る
。

【
別

添
：

検
討

委
員

会
報

告
書

の
資

料
３

参
照

】

施
設

使
用

料
の

目
安

＝
原

価
×

施
設

の
面

積
・

使
用

時
間

等
×

施
設

の
性

質
別

負
担

率

＜
屋

内
施

設
（

会
議

室
等

）
の

場
合

の
原

価
計

算
＞

施
設

の
年

間
維

持
管

理
費

÷
施

設
面

積
÷

年
間

使
用

可
能

時
間

＝
１

㎡
・

１
時

間
あ

た
り

の
原

価 ＜
屋

外
体

育
施

設
（

球
技

場
等

）
の

場
合

の
原

価
計

算
＞

施
設

の
年

間
維

持
管

理
費

÷
施

設
数

÷
年

間
使

用
可

能
時

間
＝

１
施

設
・

１
時

間
あ

た
り

の
原

価 ＜
個

人
利

用
施

設
の

場
合

の
原

価
計

算
＞

施
設

の
年

間
維

持
管

理
費

÷
施

設
利

用
者

目
標

数
＝

１
人

あ
た

り
の

原
価

使
用

料
に

つ
い

て
は

、
市

内
及

び
近

隣
自

治
体

の
類

似
施

設
の

状
況

を
参

考
に

し
て

お
り

、
具

体
的

な
基

準
は

定
め

て
い

な
い

。

原
価

計
算

に
よ

る
使

用
料

×
施

設
別

使
用

者
負

担
率

＝
算

定
使

用
料

（
別

紙
　

施
設

使
用

料
見

直
し

の
算

定
方

法
　

参
照

）
た

だ
し

、
平

成
10

年
度

に
算

定
方

法
を

統
一

し
て

か
ら

、
定

期
的

に
見

直
し

作
業

を
実

施
し

ま
し

た
が

、
料

金
改

定
に

は
至

っ
て

い
ま

せ
ん

。

①
原

価
の

算
出

原
価

（
使

用
料

を
定

め
よ

う
と

す
る

公
の

施
設

の
必

要
経

費
）

を
統

一
的

な
計

算
方

式
に

よ
り

算
出

。
↓ ②

理
論

上
の

受
益

者
負

担
額

の
算

出
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

に
応

じ
て

定
め

た
公

費
負

担
と

受
益

者
負

担
の

割
合

に
よ

り
、

原
価

を
按

分
し

、
理

論
上

の
受

益
者

負
担

額
を

算
出

。
↓ ③

適
正

な
受

益
者

負
担

額
の

決
定 近

隣
自

治
体

や
類

似
施

設
の

状
況

等
を

考
慮

し
、

適
正

な
受

益
者

負
担

額
を

決
定

。

使
用

料
＝

原
価

×
受

益
者

負
担

割
合

原
価

に
つ

い
て

は
、

施
設

等
の

維
持

管
理

に
要

す
る

経
費

（
経

常
的

な
人

件
費

、
物

件
費

、
維

持
補

修
費

等
と

し
、

臨
時

的
な

経
費

は
除

く
）

。
基

準
は

定
め

て
い

る
も

の
の

、
実

態
と

し
て

、
近

隣
自

治
体

の
状

況
を

参
考

と
し

て
い

る
も

の
、

過
去

に
設

定
さ

れ
た

ま
ま

算
定

不
明

な
も

の
が

あ
る

。

各
施

設
に

お
い

て
独

自
に

算
定

し
て

い
る

。

貸
室

使
用

料
に

つ
い

て
は

下
記

の
算

定
基

準
を

設
け

て
お

り
、

特
定

の
事

情
が

あ
る

施
設

を
除

き
、

同
一

の
算

出
方

法
で

算
定

し
て

い
る

。
・

使
用

料
は

、
会

議
室

の
床

面
積

１
㎡

・
１

時
間

当
た

り
の

使
用

料
単

価
４

円
、

和
室

の
畳

数
１

畳
・

１
時

間
当

た
り

の
使

用
料

単
価

1
6円

を
、

床
面

積
（

畳
数

）
に

乗
じ

て
得

た
金

額
を

50
円

単
位

（
2
4
円

捨
2
5
円

入
）

と
し

て
求

め
る

。
・

付
属

設
備

・
備

品
等

の
使

用
料

は
、

現
行

金
額

と
整

合
性

を
も

っ
て

改
正

す
る

。
・

使
用

時
間

１
時

間
未

満
の

場
合

は
、

切
り

上
げ

て
１

時
間

と
す

る
。

算
定

基
準

は
定

め
て

い
な

い
が

現
行

使
用

料
に

つ
い

て
は

使
用

料
（

円
/
ｈ

）
＝

原
価

（
円

/
㎡

・
ｈ

）
×

貸
部

屋
面

積
（

㎡
）

×
消

費
税

率
原

価
（

円
/
㎡

・
ｈ

）
＝

維
持

管
理

原
価

（
円

/㎡
・

ｈ
）

+
人

件
費

（
円

/
㎡

・
ｈ

）
に

て
積

算
を

行
っ

て
い

る
。

人
件

費
原

価
の

算
出

基
礎

は
愛

知
県

最
低

賃
金

を
採

用
し

て
い

る
。

②
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
な

い
①

算
定

基
準

を
策

定
し

て
い

る
②

算
定

基
準

を
策

定
し

て
い

な
い

②
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
な

い
①

算
定

基
準

を
策

定
し

て
い

る
②

算
定

基
準

を
策

定
し

て
い

な
い

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

②
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
な

い
②

算
定

基
準

を
策

定
し

て
い

な
い

②
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
な

い

基
本

的
に

、
所

管
課

が
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

費
用

・
近

隣
市

町
と

の
バ

ラ
ン

ス
等

を
考

慮
し

決
定

し
て

い
る

。

基
本

的
な

考
え

方
に

つ
い

て
は

使
用

料
に

準
ず

る
が

、
手

数
料

に
つ

い
て

は
特

に
③

を
重

視
し

て
い

る
。

手
数

料
に

つ
い

て
は

、
具

体
的

な
基

準
は

定
め

て
い

な
い

。

手
数

料
に

つ
い

て
は

、
市

内
及

び
近

隣
自

治
体

の
類

似
施

設
の

状
況

を
参

考
に

し
て

お
り

、
具

体
的

な
基

準
は

定
め

て
い

な
い

。

①
手

数
料

の
う

ち
地

方
公

共
団

体
の

判
断

に
よ

り
条

例
で

定
め

る
も

の
　

政
策

的
要

素
の

な
い

手
数

料
は

、
算

定
原

価
の

原
則

1
0
0
％

を
徴

収
基

準
と

す
る

　
政

策
的

要
素

の
あ

る
手

数
料

は
、

算
定

原
価

に
負

担
率

を
乗

じ
た

額
を

徴
収

基
準

と
す

る
（

公
文

書
公

開
複

写
、

が
ん

検
診

、
ご

み
処

理
、

し
尿

く
み

と
り

、
図

書
館

資
料

複
写

）
②

対
象

事
務

及
び

金
額

の
標

準
を

法
令

で
定

め
る

も
の

　
基

準
額

と
同

一
と

す
る

③
法

定
受

託
事

務
で

標
準

額
が

国
か

ら
示

さ
れ

て
い

る
も

の
　

基
準

額
と

同
一

と
す

る
（

別
紙

　
手

数
料

料
金

設
定

の
考

え
方

　
参

照
）

近
隣

自
治

体
や

類
似

施
設

の
状

況
等

を
考

慮
し

、
適

正
な

手
数

料
を

決
定

。

手
数

料
＝

（
人

件
費

＋
役

務
の

提
供

に
要

し
た

経
費

）
／

年
間

処
理

件
数

人
件

費
は

原
則

と
し

て
職

員
の

時
間

単
価

×
1
件

当
た

り
の

処
理

時
間

役
務

の
提

供
に

要
し

た
経

費
は

、
問

（
3
）

の
原

価
と

同
様

の
考

え
方

基
準

は
定

め
て

い
る

も
の

の
、

法
令

等
に

よ
り

定
め

ら
れ

て
い

る
も

の
を

除
き

、
近

隣
自

治
体

の
状

況
を

参
考

と
し

て
い

る
も

の
、

過
去

に
設

定
さ

れ
た

ま
ま

算
定

不
明

な
も

の
が

あ
る

。

担
当

部
署

で
独

自
に

算
定

し
て

い
る

政
令

に
よ

り
標

準
額

が
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

等
を

除
き

、
独

自
で

設
定

で
き

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
次

の
よ

う
に

種
類

ご
と

に
積

算
し

て
い

る
。

１
件

当
た

り
の

手
数

料
：

人
件

費
＋

物
件

費
（

事
業

費
／

総
件

数
）

・
人

件
費

：
１

件
当

た
り

の
サ

ー
ビ

ス
に

要
す

る
時

間
・

物
件

費
：

代
表

的
な

証
明

書
交

付
に

係
る

経
費

を
参

考
　

※
　

機
器

入
替

、
シ

ス
テ

ム
改

修
等

の
費

用
は

考
慮

し
な

い
。

法
令

に
よ

り
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

や
国

・
県

等
の

基
準

に
よ

り
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

を
除

き
、

据
え

置
い

て
い

る
。

総
務

部
財

政
課

財
政

グ
ル

ー
プ

財
政

課
総

務
部

財
政

課
総

務
部

財
政

課
企

画
部

財
政

課
企

画
政

策
部

法
務

財
政

課
財

政
係

総
務

部
財

政
課

財
務

課
財

政
課

総
務

部
財

務
グ

ル
ー

プ

杉
江

菜
穂

子
田

中
一

平
日

比
野

孝
輔

山
本

浩
志

上
沼

佑
生

池
田

健
太

郎
早

川
剛

史
大

渕
柴

田
　

亮
岩

月
優

弥

0
5
69

-
4
7
-6

1
1
1
(内

線
32

2
3
)

0
56

8
-
7
6-

1
1
9
0(

内
線

6
0
8
)

05
8
7
-
32

-
1
1
71

（
内

線
2
1
9）

0
5
3
6
-2

3
-
7
61

6
0
5
2
-6

0
3
-
22

1
1

0
5
62

-
4
5-

6
2
5
2

0
5
6
2
-3

6
-
2
63

1
（

直
通

）
0
5
6
6-

9
5
-
01

4
6

0
5
61

-
7
6
-8

1
1
4
（

2
6
2
）

0
56

6
-
5
2-

1
1
1
（

内
線

3
1
2
）
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2
6

2
7

28
2
9

3
0

31
3
2

3
3

3
4

3
5

豊
明

市
日

進
市

田
原

市
愛

西
市

清
須

市
北

名
古

屋
市

弥
富

市
み

よ
し

市
あ

ま
市

長
久

手
市

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

以
下

の
手

順
で

進
め

て
い

ま
す

。
算

定
手

順
①

　
受

益
者

負
担

の
状

況
確

認
算

定
手

順
②

　
受

益
者

負
担

の
考

え
方

に
基

づ
く

施
設

ご
と

の
受

益
者

負
担

率
設

定
算

定
手

順
③

　
料

金
改

定
上

限
の

設
定

算
定

手
順

④
　

改
定

額
の

決
定

「
使

用
料

＝
原

価
×

受
益

者
負

担
割

合
」

と
し

て
い

ま
す

。

別
添

資
料

の
「

３
　

公
共

料
金

（
使

用
料

）
の

算
定

方
法

」
及

び
「

４
　

受
益

者
負

担
割

合
（

使
用

料
）

）
」

を
ご

参
照

く
だ

さ
い

。

使
用

料
＝

（
維

持
管

理
費

＋
減

価
償

却
費

＋
人

件
費

）
×

受
益

者
負

担
割

合
上

記
の

算
式

に
よ

り
算

出
さ

れ
る

使
用

料
を

理
論

値
と

し
、

近
隣

の
類

似
施

設
と

比
較

し
な

が
ら

実
際

の
使

用
料

を
算

定
し

ま
す

。
受

益
者

負
担

割
合

は
、

必
需

性
（

生
活

に
不

可
欠

な
サ

ー
ビ

ス
で

あ
る

か
）

と
、

市
場

性
（

民
間

参
入

が
で

き
な

い
か

）
に

応
じ

て
施

設
ご

と
定

め
ま

す
。

・
施

設
使

用
料

使
用

料
原

価
＝

（
人

件
費

＋
物

件
費

）
÷

総
面

積
÷

年
間

使
用

可
能

時
間

×
貸

出
面

積
※

総
面

積
は

、
貸

出
対

象
部

分
の

面
積

の
和

（
ト

イ
レ

等
の

共
用

部
分

は
含

ま
な

い
）

と
す

る
。

・
個

人
貸

の
施

設
（

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

室
な

ど
）

使
用

料
原

価
＝

（
人

件
費

＋
物

件
費

）
÷

年
間

利
用

人
数

（
直

近
３

ヶ
年

の
平

均
）

算
定

使
用

料
＝

使
用

料
原

価
×

受
益

者
負

担
の

割
合

一
律

の
受

益
者

負
担

の
原

則
だ

け
で

は
料

金
を

設
定

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

た
め

、
公

共
サ

ー
ビ

ス
を

性
質

別
に

分
類

し
、

分
類

ご
と

に
「

受
益

者
負

担
」

の
割

合
を

設
定

す
る

。
受

益
者

負
担

の
あ

り
方

を
踏

ま
え

、
公

共
サ

ー
ビ

ス
の

性
質

分
類

に
よ

る
受

益
者

負
担

の
割

合
を

乗
じ

、
利

用
者

が
負

担
す

べ
き

単
位

当
た

り
の

料
金

を
算

定
す

る
。

使
用

料
に

つ
い

て
は

、
施

設
の

維
持

管
理

コ
ス

ト
を

積
算

の
基

礎
と

し
て

い
る

た
め

、
当

課
か

ら
各

主
管

課
あ

て
に

現
況

調
査

を
実

施
し

、
使

用
料

を
算

定
し

て
い

る
。

詳
し

く
は

、
別

紙
「

清
須

市
公

共
施

設
使

用
料

の
設

定
に

関
す

る
基

本
方

針
」

参
照

。

別
添

資
料

「
公

共
施

設
の

使
用

料
適

正
化

計
画

」
の

と
お

り

施
設

の
維

持
管

理
費

等
の

コ
ス

ト
で

面
積

単
価

を
算

出
し

、
単

価
×

面
積

×
受

益
者

負
担

割
合

に
て

使
用

料
を

算
出

し
て

い
る

。

当
該

利
用

施
設

の
維

持
管

理
・

運
営

の
た

め
に

必
要

な
費

用
（

維
持

管
理

費
と

間
接

的
管

理
費

の
年

額
を

年
間

最
大

利
用

時
間

で
除

し
た

額
に

、
施

設
の

性
質

に
よ

る
負

担
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

）
を

基
に

使
用

料
を

算
出

し
て

い
る

。

使
用

料
＝

原
価

×
受

益
者

負
担

割
合

※
原

価
＝

人
件

費
＋

物
件

費
＋

維
持

補
償

費
「

あ
ま

市
公

共
施

設
の

使
用

料
の

見
直

し
方

針
」

参
照

施
設

毎
の

修
繕

費
や

光
熱

水
費

等
の

経
費

を
、

貸
し

部
屋

等
の

平
米

／
施

設
全

体
の

平
米

で
貸

し
施

設
の

経
費

を
算

出
す

る
。

こ
れ

ま
で

の
料

金
や

他
市

町
の

状
況

を
見

な
が

ら
調

整
し

金
額

を
策

定
し

て
い

ま
す

。
激

変
緩

和
と

し
て

、
1
.5

倍
以

上
の

値
上

が
り

は
1
.
5
倍

ま
で

と
し

て
い

ま
す

。
（

同
じ

く
値

下
げ

は
0
.8

倍
ま

で
）

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

②
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
な

い
②

算
定

基
準

を
策

定
し

て
い

な
い

②
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
な

い
①

算
定

基
準

を
策

定
し

て
い

る
②

算
定

基
準

を
策

定
し

て
い

な
い

①
算

定
基

準
を

策
定

し
て

い
る

以
下

の
手

順
で

進
め

て
い

ま
す

。
算

定
手

順
①

　
手

数
料

の
算

出
（

方
法

１
　

原
価

に
基

づ
く

算
出

、
方

法
２

　
県

内
類

団
及

と
の

比
較

に
よ

る
算

出
）

算
定

手
順

②
　

改
定

額
の

決
定

（
算

定
手

順
①

の
方

法
１

ま
た

は
方

法
２

に
よ

り
、

変
更

額
を

決
定

）

「
手

数
料

＝
原

価
（

１
件

あ
た

り
の

単
価

）
」

と
し

て
い

ま
す

。

別
添

資
料

の
「

５
　

公
共

料
金

（
使

用
料

）
の

算
定

方
法

）
」

を
ご

参
照

く
だ

さ
い

。

手
数

料
＝

事
務

処
理

に
要

す
る

年
間

費
用

／
年

間
処

理
件

数
に

よ
り

算
出

し
ま

す
。

・
事

務
手

数
料

事
務

手
数

料
原

価
＝

１
分

あ
た

り
の

人
件

費
×

処
理

時
間

＋
物

件
費

÷
年

間
処

理
件

数

事
務

手
数

料
＝

事
務

手
数

料
原

価
×

受
益

者
負

担
の

割
合

　
事

務
手

数
料

は
、

本
来

の
業

務
か

ら
特

定
の

者
の

利
益

の
た

め
に

行
う

事
務

に
係

る
経

費
で

あ
る

た
め

、
受

益
者

負
担

率
を

1
0
0％

と
し

て
算

出
す

る
。

手
数

料
に

つ
い

て
は

、
近

隣
自

治
体

の
状

況
を

勘
案

し
、

算
定

を
行

っ
て

い
る

。
※

　
法

令
に

よ
り

定
め

ら
れ

て
い

る
も

の
や

国
・

県
等

の
基

準
に

よ
り

定
め

ら
れ

て
い

る
も

の
等

を
除

く
。

当
該

事
務

処
理

に
必

要
な

費
用

（
人

件
費

と
物

件
費

の
年

額
を

年
間

処
理

件
数

で
除

し
て

得
た

額
）

を
基

に
手

数
料

を
算

出
し

て
い

る
。

手
数

料
に

つ
い

て
は

、
法

令
に

よ
り

定
め

ら
れ

て
い

る
も

の
や

国
・

県
等

の
基

準
に

よ
り

定
め

ら
れ

て
い

る
も

の
を

除
き

、
市

と
し

て
統

一
し

た
具

体
的

な
基

準
は

定
め

ら
れ

て
お

ら
ず

、
各

課
で

定
め

て
い

る
。

他
市

町
の

状
況

を
み

な
が

ら
追

随
す

る
こ

と
が

多
い

で
す

。

財
政

課
財

務
政

策
課

総
務

部
財

政
課

企
画

政
策

部
経

営
企

画
課

総
務

部
財

産
管

理
課

総
務

部
企

画
情

報
課

総
務

部
財

政
課

財
政

グ
ル

ー
プ

政
策

推
進

部
企

画
政

策
課

企
画

財
政

部
企

画
政

策
課

企
画

政
策

係
総

務
部

財
政

課

浦
　

倫
彰

鈴
木

大
介

奥
村

圭
裕

山
口

　
遼

深
見

雄
紀

立
石

雅
聖

服
部

琢
哉

木
戸

桂
子

近
藤

　
喬

峰
　

駿
太

0
5
62

-
9
2
-8

3
1
4

0
56

1
-
7
6-

7
5
6
7

05
3
1
-
27

-
8
6
01

（
内

線
1
7
14

）
0
5
6
7
-5

5
-
7
13
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（

内
線

33
3
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0
5
2－

4
0
0－

2
9
11
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内

線
3
8
13
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0
5
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-
2
2
-1

1
1
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線

2
3
8
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6
7
-
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-
1
1
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（
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線
4
6
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5
6
1
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-
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00

5
0
5
2
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4
4
-
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1
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0
5
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2
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○ふるさといわく ら応援寄附金事業

ふるさと応援寄附金（ ふるさと納税） は、 生まれ育ったふるさとやゆかりのある市町村など、

応援したい地方自治体に寄附をした場合、 寄附金控除の優遇が受けられる制度です。

お礼の品を新たに追加し、 年度末で 202 品となり充実を図りました。 また、 おせちなど 11 品

を期間限定のお礼の品として用意しました。

お礼の品としては、 あかちゃん想いのやわらかおしりふき（ 24個）、 ナポリピッツァとオード

ブルセット （ ２～３ 人前）、 純系名古屋コーチン（ １羽） が多く の寄附者から選ばれました。

事業の成果としては、市外在住の人に対し本市についてＰＲすることができたほか、お礼の品

を取り扱う市内事業者の振興に寄与しました。

○事業実績

・ 納付方法別

区分 寄附件数

（ 件）

寄附金額（ 円）

金融機関での振込 75 1, 972, 000

市役所窓口での支払 14 220, 000

クレジット カード等による決済 3, 858 89, 399, 000

市民・ 企業等 11 5, 494, 407

計 3, 958 97, 085, 407

・ 年度別

区分 寄附件数（ 件） 寄附金額（ 円）

30年度 3, 859 72, 319, 221

元年度 5, 931 129, 141, 912

２ 年度 4, 380 104, 440, 478

３ 年度 3, 778 90, 891, 768

４ 年度 3, 958 97, 085, 407

・ 寄附金額別

区分 寄附件数（ 件）

20, 000円未満 2, 508

20, 000円以上30, 000円未満 455

30, 000円以上50, 000円未満 381

50, 000円以上 614

計 3, 958
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■財政健全化指標の推移

単年度 ３ヶ年平均

平成26年度 4.9 5.5 37.2

平成27年度 4.1 4.8 42.0

平成28年度 3.1 4.0 44.0

平成29年度 3.3 3.5 30.5

平成30年度 4.2 3.5 27.0

令和元年度 4.7 4.0 26.6

令和２年度 4.0 4.3 26.3

令和３年度 3.4 4.0 10.1

令和４年度 4.1 3.8 4.9

実質公債費比率
将来負担比率
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市長

〔 久保田桂朗〕 総務部 秘 書 企 画 課 〔 秋 田 伸 裕 〕 秘 書 人 事 Ｇ 〔 小 野 誠 〕 8

〔 中 村 定 秋 〕 企 画 政 策 Ｇ 〔 宇 佐 見 信 仁 〕 3

県派遣職員 広 報 広 聴 Ｇ 〔 林 高 行 〕 3

〔 齋 藤 元 英 〕

副市長 協 働 安 全 課 〔 小 松 浩 〕 市 民 協 働 Ｇ 〔 須 藤 隆 〕 2

〔 柴田義晴〕 情 報 推 進 Ｇ 〔 小 出 健 二 < 主 幹 > 〕 3

防 災 安 全 Ｇ 〔 水 野 功 一 〕 3

行 政 課 〔 佐 野 剛 〕 行 政 Ｇ 〔 兼 松 英 知 < 主 幹 > 〕 5

契 約 検 査 Ｇ 〔 森 吉 正 〕 1

財 政 Ｇ 〔 井手上豊彦<主幹> 〕 4

税 務 課 〔 古 田 佳 代 子 〕 市 民 税 Ｇ 〔 佐 野 亜 矢 < 主 幹 > 〕 5

固定資産税Ｇ 〔 水 野 珠 美 〕 4

収 納 Ｇ 〔 須 田 か お る 〕 5

健康福祉部 市 民 窓 口 課 〔 富 也 〕 窓 口 Ｇ 〔 小 﨑 尚 美 < 主 幹 > 〕 9

〔 長 谷 川 忍 〕 保 険 医 療 Ｇ 〔 丹 羽 真 伸 〕 12

福 祉 課 〔 石 川 文 子 〕 障がい福祉Ｇ 〔 片 桐 慎 治 〕 5

社 会 福 祉 Ｇ 〔 小 南 友 彦 < 主 幹 > 〕 7

長 寿 介 護 課 〔 中 野 高 歳 〕 長 寿 福 祉 Ｇ 〔 浅 田 正 弘 < 主 幹 > 〕 3
(老人憩の家所長） 介 護 保 険 Ｇ 〔 浅 野 弘 靖 < 主 幹 > 〕 8 1
(多世代交流センター長）

健 康 課 〔 原 咲 子 〕 保 健 予 防 Ｇ 〔 井 上 佳 奈 〕 5
(保健センター長）

(休日急病診療所長） 健 康 支 援 Ｇ 〔 岡 崎 清 美 〕 15

〔 城 谷 睦 〕

建設部 環 境 保 全 課 〔 隅 田 昌 輝 〕 環 境 Ｇ 〔 今 枝 正 継 〕 2

〔 片 岡 和 浩 〕 廃 棄 物 Ｇ 〔 竹 安 誠 < 主 幹 > 〕 10
（ 清掃事務所長）

商 工 農 政 課 〔 竹 井 鉄 次 〕 商 工 観 光 Ｇ 〔 夫 馬 拓 也 〕 4

農 政 Ｇ 〔 水 谷 正 樹 〕 3

都 市 整 備 課 〔 西 村 忠 寿 〕 計 画 営 繕 Ｇ 〔 岡 茂 雄 < 主 幹 > 〕 5

整 備 Ｇ 〔 加 藤 淳 < 主 幹 > 〕 5

維 持 管 理 課 〔 田 中 伸 行 〕 維 持 Ｇ 〔 吉田ゆたか<主幹> 〕 3

管 理 Ｇ 〔 寺 尾 健 二 〕 3

上 下 水 道 課 〔 神 山 秀 行 〕 上 水 道 Ｇ 〔 大 橋 透 < 主 幹 > 〕 5

下 水 道 Ｇ 〔 大 德 康 司 〕 8

会 計 課 〔 若 森 豊 子 〕 会 計 Ｇ 〔 佐藤 さ と み<主幹> 〕 1

消防本部 総 務 課 〔 加 藤 正 人 〕 総 務 Ｇ 〔 小 川 薫 < 主 幹 > 〕 2

〔 岡 本 康 弘 〕 予 防 Ｇ 〔 伊 藤 孝 夫 < 主 幹 > 〕 3

消 防 署 日 勤 〔 伊 藤 直 樹 < 主 幹 > 〕 2

消 防 第 １ Ｇ 〔 道 園 昌 紀 < 主 幹 > 〕 13 1

消 防 署 〔 伊 藤 徹 〕 消 防 第 ２ Ｇ 〔 林 英 嗣 < 主 幹 > 〕 12

消 防 第 ３ Ｇ 〔 鈴 木 和 憲 < 主 幹 > 〕 13 1

教育委員会

教育長 教育こども未来部 学 校 教 育 課 〔 岡 崎 祐 介 〕 学 校 教 育 Ｇ 〔 酒 井 寿 < 主 幹 > 〕 5

〔 野木森広〕 〔 近 藤 玲 子 〕 学 校 給 食 Ｇ 〔 田 島 勝 己 < 主 幹 > 〕 1
（ 学校給食センター所長）

生 涯 学 習 課 〔 佐 野 隆 〕 生 涯 学 習 Ｇ 〔 黒 田 か お り 〕 5

図 書 館 Ｇ 〔 高 橋 善 美 < 主 幹 > 〕 3
(図書館長）

ス ポ ー ツ Ｇ 〔 新 中 須 俊 一 〕 2

子 育 て 支 援課 〔 西 井 上 剛 〕 児 童 Ｇ 〔 山 田 真 理 〕 3 1

主幹級(館長） 1 8

保 育 Ｇ 〔 佐久間喜代彦<主幹> 〕 3

主幹級(所長） 1 1

指導保育士 〔 野 田 克 枝 〕 主幹級(園長） 7 71 4

議会 議 会 事 務 局 〔 丹 羽 至 〕 〔 寺 澤 顕 〕 2

監査 監査委員事務局 〔 佐 藤 信 次 〕 2

特別職 部長級 課長級 職員数
短時間
再任用

3 5 23 54 310 8

派遣職員 7

1 伊藤　 新治<部長> 1 早川　 雅史
常勤

職員数
短時間
再任用

1 小長野　 佑太 399 8

1 柴田　 真一

（ 公財） 愛知県市町村振興協会愛北広域事務組合

小牧岩倉衛生組合
尾張中北消防指令センター

職員数

(会計管理者）

(防災コミ ュニティ センター長）

(子ども発達支援施設）

愛知県実務研修生

川松　 元包<主幹>
尾関　 勇志
前田　 浩志

3
3

（ 市民プラザ長）

（ 市民活動支援センター長）

（ 消費生活センター長）

(兼福祉事務所長）

(保育園）

(生涯学習センター長）

岩倉市組織図（ 令和５年４月15日現在）

(児童館）

(総合体育文化センター長）

グループ長・ 園長等

<職員総数> 特別職

短時間
再任用

(子育て支援センター長）

(地域交流センター長）
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岩倉市職員人材育成基本方針の改訂経過

月 実施内容 懇話会等

５

６

７

８

９

10

11

12

１

２

３

見直し案の 

作成 

人事評価制度 

及び 

研修プログラム 

の見直し 

準
備
期

素
案
作
成
期

案
の
調
整
・
合
意
形
成
期

研
修
検
討
・
周
知
期

懇話会①6/16

・

・現状と課題説明 

・意見交換（職員の姿など）

見直し案の 

確定 

（新）人事評価

制度の方針 

研修委員会

検討 

委員会①

検討 

委員会⑥

関連資料・基礎データ

職員アンケートの 

収集・整理分析 

取組状況の 

評価と課題の抽出

見直しの方向性 

の検討 

   ヒアリング調査（市⾧・副市⾧）

懇話会③10/27

・パブリックコメント案の確認

・人事評価、研修の方針 

市民及び職員を対象 

パブリックコメント 

（12/7～1/8 １か月）

検討 

委員会④

委員会⑤

懇話会②8/30

・各種調査結果の報告 

・組織像、職員像の検討 

（第１章・第２章） 
見直し案の 

修正 

令

和

４

年

度

各

種

職

員

研

修

『岩倉市職員人材育成基本方針【改訂版】』公表 

検討

委員会②

委員会③

６/29 女性職員インタビュー   

７/15職員座談会（若手職員中心）

6/16

7/1

8/8、23 

9/26 

10/17 

10/20 部⾧会議

１/19
令和５年度 

研修計画 

２/14
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１　 市独自研修　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 受講者数）
区分 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

新規採用職員事前研修 11 23 18 10 11 5 18 20 9
新規採用職員前期研修 32 11 22 12 23 15 4 16 21
新規採用職員中期研修（ 職場体験） 31 11 21 11 23 15 4 26
新規採用職員後期研修 32 11 22 10 24 15 3 16 17
市長と職員との懇談会 31 10 20 11 23 15 4 16 19
主査・ 統括主査研修 19 16 11 26
女性職員キャリアアップ研修 12
キャリアデザイン研修 15

小計 137 66 103 73 120 76 33 94 119
法制執務研修 15 17 17 28 17 15 9 59 29
情報公開・ 個人情報保護研修 16 22 21 17 20 268 19
プレゼンテーショ ン研修 15 17 14
被評価者研修 87 123 89 72
評価者研修 61 61 97 96 55 40 48 2
安心して暮らせるまちづく りを考える研修 22 18
説明力向上研修
個人情報と職員の守秘義務研修 82
「 岩倉市役所コンシェルジュ」 研修 20 20 20

小計 88 155 133 224 220 461 138 198 31
公務員倫理セミ ナー
公務員倫理・ コンプライアンス研修 14 85 100 82 322 38 19 39
メンタルヘルス研修 16 15 18 18 23 33 25 27 343
ファシリテーショ ン研修 22 14
わかりやすい文書作成研修 19 17
事務処理ミ ス防止研修 19 16 15
自己管理研修 14 15 12 10 6 6 21 16 12
普通救命講習 100 81 94 119 94 83 80
災害危機管理研修
再任用職員研修 14
コーチング研修 32 33 31
タイムマネジメント 研修 35 28 19 16 18
働き方改革研修 16 14
嘱託職員・ パート 職員研修 17 16 16 31 38 36
会計年度任用職員研修 346 385 401
電話対応研修 17
ナッジ理論で資料作成研修 17 15
接遇研修（ 社会人としてのビジネスマナー研修） 67 38 32 30 26 11
男女共同参画研修 18 18
環境研修 17 26
障害者しごとサポーター養成講座 12
SDGｓ 基礎研修 42 39
行政DX人材育成研修 9
ロジカルシンキング研修 13
レジリエンス研修 16
怒りのマネジメント 研修 16
リモート ラーニングによるデジタル人材育成のための基礎研修 362
リモート ラーニングによる情報セキュリティ 研修 85
RPA研修 9
市職員交通安全講習会　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ 15 10 11 10 18 10 145 160
市職員安全運転講習会　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ 136 130 108 126 132 140 90 18 7
ゲート キーパー研修　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ 13 20 76
人権研修会　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ 26 61 44 24 16 23
手話講習会（ 手話研修） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ 30 22 15 18
会計事務研修（ 財務会計研修） 　 　 　 　 　 　 ※ 12 6 7 10
ハラスメント 研修　 　 　 　 　 　 ※ 50 20
保育士新任研修 5
保育園職員研修 164 319
公文書作成講座　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ 40
職員講演会 112 67 76 53 59 36 29
職員協働研修 103 83 88 28 16 23 18
業務改善運動（ i -リーグ） 369 357 362

小計 839 759 970 697 721 885 614 1, 183 2, 077
1, 064 980 1, 206 994 1, 061 1, 422 785 1, 475 2, 227

※各課で実施
２　 派遣研修 （ 受講者数）
区分 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

67 56 58 61 33 18 16 28 29
88 58 58 66 71 60 41 54 51

6 5 6 6
6 4 8 2 1 5 3

11 5 8 12 2 6 3
2 3 1 1 1

1 2 1 2 2 3 3 4
1 1

5 9 10 12 14 7 3 9 11
12 14 5 8 15 7 1 7 12

1
1 1 1 1 1 1 1

1 1
1 1 1 1

1 1 2 2 2 2 3 3
6 7 2 3 3 4 1
3 2 3 6 4 9 4 5 3

112 100
202 154 170 179 157 128 75 223 220

合計

尾張五市二町研修協議会

市町村職員中央研修所

階
層
別
研
修

研修名
（ 公財） 愛知県市町村振興協会研修センター

２市３町広域行政研究会協働部会

合計

派
遣
研
修

自治大学校

一般社団法人日本経営協会（ NOMA） 中部本部

日本下水道財団

愛知県実務研修生
小牧市実務研修生

愛知県市長会

その他派遣研修

社会教育主事講習

不当要求防止責任者講習会

年度別研修実績総括表

全国地域リーダー養成塾

消防学校等

全国市町村国際文化研修所

愛知労働基準協会

独
自
研
修

民間企業等派遣研修

研修名

専
門
研
修

特
別
研
修
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【 派遣研修内訳】
公益財団法人愛知県市町村振興協会研修センター （ 受講者数）
区分 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

部長研修 2 3 2 1 1 1
オープンセミ ナー 16 8 13 7 3
特別セミ ナー 3 15
管理職セミ ナー 1
課長研修 9 5 5 1 4 4 2 2
課長補佐研修 4 8 6 7 3 5 8 7 4

小計 31 27 26 31 8 5 12 10 10
地方自治法研修 1 1
地方公務員法研修 1 1 1 1 2
民法研修（ 財産法） 1 1 1 1
民法研修（ 家族法） 1 1 2 2
行政法基礎研修 1 1 1 1
法制執務研修（ 基礎・ 実務） 2 3 3 2 2 1 1 2 2
条例の起案・ 改廃を巡る立法実務研修 1 1 1
政策法務研修 1 1
政策形成研修 1
政策立案研修 1 1
研修企画担当者研修 1 1 1 1
政策形成のための情報分析研修 1
地方税研修（ 民税・ 土地・ 家屋・ 徴収） 3 3 3 4 3 3 1 4 1
財政担当者初任者実務研修 1 2 1 2 1 1 1
複式簿記研修（ 基礎・ 実務） 2 4 4 2 2 2 3
新地方公会計制度による財務書類作成研修 1 1 1
財務会計研修
危機管理実践研修 1
会計学研修
プレゼンテーショ ン研修（ 一般職員・ 管理職員） 1 1 1 1 2
広報研修 1 1 1 1
募集チラシの作り方研修 1 1 1
ディ ベート 研修
タイムマネジメント 研修 1 1
カウンセリングマインド研修 3 1 1 1
ファシリテーショ ン研修 1 1 1 4 2 1
折衝力・ 交渉力向上研修 1 1 1 1 1 1 2
クレーム対応研修 2 1 1 1 1 2
コーチング研修 1 1 1 1
業務効率化研修 2 1 1 1
行政経営研修 2
採用面接研修 1 1
住民との合意形成と協働研修 1
問題解決能力向上研修 2 1 1 1
アサーティ ブコミ ュニケーショ ン研修 2 1 2 1
プロジェクト リーダーのためのPDCA研修 1 1
「 住民との合意形成と協働」 研修
議会対応能力向上研修
女性職員キャリアアップ研修 1
条例の評価（ 効果の把握・ 分析） ・ 見直し研修 2
リスクマネジメント 研修 1
アンガーマネジメント 研修 1
アンコンシャスバイアス研修 1

小計 33 26 29 28 23 12 3 18 18
Ｊ ＳＴ 基本コース指導者養成研修 1 1 1 1
接遇指導者養成研修 1 1 1 1 1 1 1
Ｊ ＫＥＴ 指導者養成研修 1 1 1 1
海外派遣研修 1

小計 3 3 3 2 2 1 1 0 1
67 56 58 61 33 18 16 28 29

尾張五市二町研修協議会 （ 受講者数）
区分 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

新規採用職員後期研修 31 11 20 11 26 16 4 18 19
一般職員前期研修 15 7 9 23 13 16 6 7 4
一般職員中期研修 13 17 9 9 7 8 22 8 13
一般職員後期研修 4 3 5 11 17 9 7 10 7
中堅職員実務研修（ 法制執務・ 接遇） 5 5 4 5
係長研修 14 9 8 5 3 6 2 7 3

小計 77 47 51 59 71 60 41 54 51
接遇研修 5 5 3 3
法制執務研修 5 5 3 3

小計 10 10 6 6 0 0 0 0 0
研修担当者研修 1 1 1 1 1

小計 1 1 1 1 1 0 0 0 0
88 58 58 66 72 60 41 54 51

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
1, 266 1, 134 1, 376 1, 173 1, 218 1, 550 860 1, 698 2, 447

総合計

階
層
別

特
別

実
務

公
益
財
団
法
人
愛
知
県
市
町
村
振
興
協
会
研
修
セ
ン
タ
ー

合計

尾
張
五
市
二
町
研
修
協
議
会

研修名

専
門

階
層
別

合計

研修名
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